
国土交通省都市局、都市交通施策の再整理に関する検討会、拠点エリアＷＧ
2026年03月13日（金）16：00～



アウトライン

1. 都市交通軸と拠点エリア

2. 時間と空間

3. 活動と移動

4. コンパクト化とスマート化

5. 拠点のデザイン

6. おわりに

2



１．都市交通軸と拠点エリア（誘導区域内のまちづくり） 3

人口増加期

都市計画
（都計法）

人口減少期

まちづくり
（都市再生
特措法等）

外的条件整理（秩序形成） 内部環境創出（魅力形成）

•区域区分（開発規制）
–都市計画区域を市街化区域と市街化調

整区域に区分する。
–⼈⼝増加期において、無秩序な⼟地利⽤

の抑制を図る。
–どこを整備・開発し、どこを保全するか︖

•地域地区・地区計画・再開発等
（規制緩和）
–市街化区域の中を、⽤途地域やその

他の地域地区、地区計画等でゾー
ニングする。
–どのように整備・開発するか︖

•立適計画の誘導区域（立地誘導）
–市街化区域の中に、都市機能誘導区域

+居住誘導区域を設定する。
–⼈⼝減少期においても、⽣活できるエリ

アを維持する。
–どこに誘導し、どこを守るか︖

•まちづくり（にぎわい創出）
–徒歩圏で活動する機会を増やす。
アーバンデザイン、リノベーションまちづ

くり、ウォーカブルまちづくり、観光まち
づくり、プレイスメイキング、Park-
PFI

–どのように活動を⽣み出すか︖



１．都市交通軸と拠点エリア（土地利用と交通、商流と物流）

• 土地利用と交通
–⼟地利⽤が本源的需要で、交通が派⽣需要
–⼟地利⽤は主に規制的⼿法、交通は主に事業的⼿法+規制的⼿法で対応

• 商流と物流
–商流（商取引流通）が本源的需要で、物流（物的流通）が派⽣需要
–商流は拡⼤原理で、物流は縮⼩原理。物流で効率化できても、商流で規制はできない（資本主義）。
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図 都市計画における土地利用と人の交通の相互関係 図 流通における商流と物流の相互関係
〔参考〕杉山・国久・浅野・苦瀬（2003）明日の都市交通政策、成文堂.
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１．都市交通軸と拠点エリア（交通結節点） 5
• 交通の３要素

– ノード、リンク、モード
• ノード（交通結節点）

– 空港、港、駅・駅前広場、バスターミナル、駐⾞場、駐輪場
• リンク（交通路）

– 航空路、航路、鉄路、道路（⾞道、⾃転⾞道、歩道）・・・
• モード（交通機関、交通具）

– 航空機、船舶、鉄道、バス、⾃動⾞、⾃転⾞、徒歩・・・

都市交通軸拠点エリア 拠点エリア

図 交通結節点と歩行者回遊
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図 都市交通軸と拠点エリア

駐輪場

バスタ駐車場

駅



２．時間と空間（時空間パスと時空間プリズム）

• 時間地理学（time geography）
–⽣活⾏動を空間と時間の広がりにおける軌跡として描き出し、その分析

を通して、社会⽣活を個⼈や社会を取り巻く環境から論じるアプローチ。
–スウェーデンの地理学者、トルステン・ヘーゲルストランドにより提唱。

• 時空間パス（活動パス、時空間経路）
–⼈々の⾏動を、空間上における動きを表⽰する空間軸と、時間軸上に

おける動きを表⽰する時間軸で表し、軌跡で表⽰する。
–⽇パス(daily path)、週パス(weekly path)、⽣涯パス(life 

path)などがある。
• 活動パスの形状を制限する諸要因（制約）
–能力の制約︓⽣活上の必要性や交通機関の制約
⾷事・睡眠などの活動、交通機関の移動速度など

–結合の制約︓特定の時間・場所にいなければならない制約
商店の営業時間、学校の授業時間、交通の運⾏スケジュールなど

–権威の制約︓特定の時間・場所にいてはならない
社会的規則や習慣、会員制クラブ、⼥⼦⼤学、組合員からなる職場など

• 時空間プリズム
–個⼈の⾃由に活動できる時間において、到達可能な時空間範囲。
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〔出典〕荒井良雄他編訳：「生活の空間 都市の時間」、古今書院、1989.
図 生活の空間、都市の時間
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２．時間と空間（時空間パスの例/長距離移動） 7
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図 ある一日の移動軌跡 図 ある一日の移動軌跡（青）と時空間パス（赤）
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２．時間と空間（時空間パスの例/短距離移動）

図 ある１年の移動軌跡 図 ある１日の移動軌跡（青）と時空間パス（赤）
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２．時間と空間（アクセシビリティとモビリティ）

• モビリティ（Mobility）
–⼈や物の移動する能⼒・移動しやすさ。
–⾝体障碍者より健常者、⾃動⾞を持たない⼈より持

つ⼈、公共交通不便地域より便利地域に住む⼈の
⽅が、「モビリティが⾼い」とされる。

• アクセシビリティ（Accessibility）
–ある特定の場所への到達しやすさ。
–⾃ら欲する財・サービスや活動機会を獲得するための

潜在的能⼒。
• モビリティとアクセシビリティの関係
–アクセシビリティは⽬的地(活動機会)の分布を特定

しなければ定義できないが、モビリティは特定しなくて
も定義できる。
–アクセシビリティは、モビリティを包括する概念。
モビリティの向上
都市のコンパクト化（⼟地利⽤）
都市のスマート化（通信による交通の代替）
運賃の低下・安全性の向上（アクセスの質改善）
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〔出典〕中島直人ら：「都市計画学-変化に対応するプランニング-」、pp.49、2018.〔出典〕喜多秀行：「地域公共交通計画と移動権」、交通工学、Vol.46、No.4、2011.

図 モビリティとアクセシビリティの関係、影響要因



２．時間と空間（時空間プリズムと都市交通施策） 10
•時空間プリズム
–個⼈の⾃由に活動できる時間において、到達可能な時空間範囲。
個⼈の視点︓時空間プリズムが広がると、選択肢が増加して、良いと捉えられる。
地域の視点︓時空間プリズムが広がると、活動場所がちらばり、勝ち組負け組が鮮明。

自宅

固定活動場所

空間

時
間

自宅

固定活動場所

自宅

固定活動場所

①移動範囲の拡大化
⇒モビリティ向上
アクセシビリティ向上

③自由時間の増加
⇒モビリティ不変
アクセシビリティ不変

②活動場所の近接化・代替化
⇒モビリティ不変
アクセシビリティ向上

図 時空間プリズムの変化（プリズム領域の拡大）



３．活動と移動（評価モデルの違い）

• トリップベースドモデル（四段階推定法）
– 総トリップ数をゾーンやネットワークに割り当てる⽅法
– インフラ計画（道路計画、鉄道計画、駅前広場計画、駐⾞場計画など）のための交通需要予測

• アクティビティベースドモデル
– 1⼈の１⽇の移動や活動を表現する⽅法（トリップチェーン）
– ⼈の移動や活動を促すような交通施策を評価・検討することが可能
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〔出典〕東京都市圏交通計画協議会：「東京都市圏ACTの紹介」.



３．活動と移動（ツアー、立ち寄り、サブツアー） 12

〔出典〕東京都市圏交通計画協議会：「東京都市圏ACTの紹介」を基に一部加筆.

• ツアー
–⾃宅から主要活動先へと向かい、そこでの活動を終

えて、⾃宅に帰ってくるまでの⼀連の⾏動
• 立ち寄り
–ツアーの⾏き帰りで、買物や⾷事等の他の活動を⾏

うこと
• サブツアー
–ツアーの主要活動先を起終点とした⼀連の⾏動

• トリップパターン
–ツアー、⽴ち寄り、サブツアーを含む⼀⽇の⾏動全体

ツアー

立ち寄り

サブツアー

ト
リ
ッ
プ
パ
タ
ー
ン

図 トリップチェーンの例
図 トリップパターンの構成



３．活動と移動（活動の種類） 13

自由活動生活維持活動義務的活動活動

個人の嗜好・余暇に基づく活動日常生活を維持するための活動社会的・制度的義務に基づく活動定義

買物（買回品）、外食、趣味、友人
訪問、レジャー、観光、など

買物（最寄品）、通院、送迎、各種
手続き、など

勤務（自社）、業務（出張・訪問）、
学習、など

例

裁量性が最も高い。
時間・場所選択の自由度大

家族役割・世帯責任に依存。義
務ほど固定的ではないが、実行
必要性は高い

外生的制約が強い（勤務時間、
始業時刻、学校時間など）。選択
の自由度は相対的に低い

行動規範

・時間帯が柔軟
・週末・夜間に多い。

・時間帯がやや固定的
・義務的活動前後に入りやすい

・時間帯が固定的、反復的
・ピーク時間帯に集中しやすい

時間的特徴

・目的地が選択的
・

・目的地が半固定的
・自宅の近隣が多い
・車利用圏に広がる場合も

・目的地が固定的（会社・学校等）空間的特徴

・ツアーの「アンカー」になる場合
・ツアーの「立ち寄り」になる場合
・サブツアーになる場合

・ツアーの「アンカー」になる場合
・ツアーの「立ち寄り」になる場合
・サブツアーになる場合

ツアーの「アンカー」になる。
トリップチェー
ンとの関係

表 活動の種類



３．活動と移動（トリップパターンの種類）

• 代表的なトリップパターン（図の50パターン）
–義務的活動（通勤・業務）を含むパターン︓39％
うち、義務的活動（勤務・業務）のみ︓32％

–義務的活動（通学）を含むパターン︓14％
–義務的活動を含まないパターン（私事等）︓19％
–外出無し︓13％
–上記以外︓15％（トリップパターンは１万通り以上存在）

• 活動を促す対象
–義務的活動に「⽴ち寄り」を促す施策
–⽣活維持活動に「⽴ち寄り」を促す施策
–外出を促す施策（義務的活動以外の活動を⽣み出す施策）

• 施策メニュー
–移動範囲の拡⼤化（交通施設整備、LOS向上）
–活動場所の近接化・代替化（コンパクトシティ、スマートシティ）
–活動場所の⽣成・接続（プレイスメイキング、モビリティハブ）
–活動時間の変更（ノー残業デー、店舗営業時間延⻑）
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〔出典〕石井・石神・茂木・福田：「東京都市圏PT調査データを用いた属性別ツアー構造の分析」、土木計画学研究・講演集.

表 東京都市圏のトリップパターンの構成比

H:Home
W:Work
Sc:School
B:Business
E:Escort
Sh:Shopping
O:Other



４．コンパクト化とスマート化（コンパクトシティとスマートシティの比較）

• コンパクトシティ
–施設や建築物を⼀定のエリア（ノード）に集約し、エリア間を公共交通ネットワーク（リンク）でつなぐことを

通じて、都市活動を持続的に維持していく都市。
–公共部⾨が主体となり、フィジカル空間における規制・誘導を通じて、社会全体の便益を向上させる都市。

•スマートシティ
– ICT等の新技術を活⽤することを通じて、都市活動や交通⾏動を活性化する都市（⽬的地まで移動せずに

都市活動を代替したり、移動中に他の活動できるようになるなど）
–⺠間部⾨が主体となり、サイバー空間におけるICT活⽤を通じて、個⼈の便益を向上させる都市。
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スマートシティコンパクトシティ都市像
民間部門中心公共部門中心主体（だれが）
短期長期期間（いつ）
情報（サイバー空間）、不可視空間（フィジカル空間）、可視対象（なにを）
拡張縮退（集約）原理（どうする）
情報通信技術計画・マネジメント手法（どのように）

表 コンパクトシティとスマートシティの比較

〔参考〕森本章倫（2019）：コンパクトシティとスマートシティの融合に向けて、土地総合研究、2019年春号、pp.10-15.



４．コンパクト化とスマート化（通信と交通の関係）

•代替関係（交通は減る方向）
–ある要素が他の要素に取って代わられること
出かける（交通）代わりに、電話やメールで済ませる（通信）
孫が祖⽗⺟に会いに⾏く（交通）代わりに、テレビ電話で済ま

せる（通信）
•相乗関係（交通が増える方向）
–ある要素と他の要素が互いに刺激・誘発しあうこと
テレビでスポーツ中継をみると（通信）、スポーツ観戦に⾏きた

くなる（交通）
インターネットで商品を検索すると（通信）、実物を店舗でみ

たくなる（交通）
•補完関係（交通の質が向上する方向）
–ある要素が他の要素の助けによって、その⽬的が⼀層達成

されること
訪問先に電話で都合を確認後に（通信）、訪問する（交

通）
待ち合わせの際、詳細な時刻や場所を伝えながら（通信）移

動する（交通）
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〔参考〕国際交通安全学会633プロジェクトチーム(1982)交通と通信の代替・補完関係、国際交通安全学会誌、Vol.8、No.3、pp.36-41.



４．コンパクト化とスマート化（都市活動・交通行動に与える影響（長期））

• コンパクト化とスマート化の
による効果の順行・逆行
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大都市圏居住者 家賃 面積
都心
までの
距離

現状
テレ

ワーク
ネット
通販

自動
運転車

フル
スペッ

ク
①現状のスペック 現状 現状 現状 72.2% 60.2% 63.6% 59.8% 56.9%
②狭くても近さ重視 現状 狭い 短い 6.7% 7.3% 5.3% 4.5% 3.8%
③高くても近さ重視 高い 現状 短い 2.5% 2.2% 1.6% 2.5% 3.1%
④遠くても安さ重視 安い 現状 長い 2.9% 5.3% 5.1% 4.4% 3.5%
⑤遠くても広さ重視 現状 広い 長い 4.7% 7.6% 7.6% 5.8% 4.9%
⑥遠くても安さ広さ重視 安い 広い 長い 2.9% 6.9% 6.4% 11.1% 11.5%
⑦高くても広さ重視 高い 広い 現状 2.9% 2.4% 3.3% 3.5% 3.6%
⑧地方移住 安い 広い 現状 5.1% 8.2% 7.1% 8.4% 12.7%
合計 - - - 100% 100% 100% 100% 100%

地方都市圏居住者 家賃 面積
都心

までの
距離

現状
テレ

ワーク
ネット
通販

自動
運転車

フル
スペッ

ク
①現状のスペック 現状 現状 現状 77.3% 66.4% 68.0% 65.1% 62.4%
②狭くても近さ重視 現状 狭い 短い 6.9% 8.2% 6.5% 6.0% 4.4%
④遠くても安さ重視 安い 現状 長い 3.5% 7.3% 7.3% 8.5% 9.6%
⑤遠くても広さ重視 現状 広い 長い 3.6% 8.5% 8.5% 7.5% 9.5%
⑦高くても広さ重視 高い 広い 現状 5.6% 6.7% 6.4% 8.9% 7.3%
⑧大都市移住 現状 狭い 長い 3.1% 2.9% 3.3% 4.0% 6.9%
合計 - - - 100% 100% 100% 100% 100%

表 都市のスマート化に伴う居住地選択の意向（比率）

〔出典〕大門創（2022）：都市のスマート化が居住地選択へ及ぼす影響に関する基礎的研究、都市計画論文集、No.57-1、pp.98-105.

大都市圏
現状の位置 ：72.2％→56.9％
コンパクト化 ： 9.2％→  6.9％
スプロール化 ：10.5％→19.9％
地方移住 ： 5.1％→12.7％

地方都市圏
現状の位置 ：77.3％→62.9％
コンパクト化 ： 6.9％→  4.4％
スプロール化 ： 7.1％→19.1％
大都市移住 ： 3.1％→  6.9％



４．コンパクト化とスマート化（都市活動・交通行動に与える影響（短期））

•都市のスマート化がフィジカル空間に影響を及ぼしたこと
–都市活動・交通⾏動の分散化と再編
時間分布（移動時間の削減、通勤ラッシュの緩和）
空間分布（都⼼部での活動減少、⾃宅周辺での活動増加）

•義務的活動（勤務、学習）に伴う交通の代替 （テレワーク、オンライン学習）
–⾃宅での義務的活動（勤務、学習）の増加と、⾃宅周辺での⽣活維持活動、⾃由活動の増加︖
–⾃宅での義務的活動（勤務、学習）の増加と、活動時間の延⻑︖
業種（エッセンシャルワーク等）によっては進みにくい
地域（地⽅都市、中⼭間地域等）によっては進みにくい

•生活維持活動（買物、通院）に伴う交通の代替 （EC、オンライン診療・調剤）
–都⼼での⽣活維持活動の減少と、付随する⽣活維持活動・⾃由活動の減少
属性（⾼齢者等）によっては進みにくい

•自由活動に伴う交通の相乗
–SNS、動画等によるイベント、マルシェ・市、祭等への参加

18



５．拠点エリアのデザイン（地区交通の基本的考え方） 19

図 地区交通の基本的考え方
〔出典〕国土交通省（2008）集約型都市構造の実現に向けて.

•地区交通の基
本的考え方
–駅前通りは歩

⾏者優先とし、
⾃動⾞の流⼊
を抑制
–駐⾞場は、歩

⾏者優先エリ
アのフリンジ部
分に配置

•フリンジ駐車場
–路外駐⾞場を

都⼼部の外周
に計画的に配
置し、都⼼部へ
の⾞の乗り⼊
れを抑制するも
の。



５．拠点エリアのデザイン（駐車場地域ルール） 20
区市町村 千代田区 渋谷区 新宿区 新宿区 中央区 豊島区 中野区 渋谷区

地区 銀座地区（改正前） 銀座地区（改正後） 大丸有地区 渋谷地区 新宿駅東口地区 新宿駅西口地区 東京駅前地区 池袋地区 中野駅周辺地区 代々木地区

策定年 2007年9月 2023年 2021年7月 2013年1月 2011年4月 2011年4月 1993年12月 2018年4月 2011年9月 2021年3月

基本方針・施策

●需給バランスの不均衡是正
●路上駐車改善による交通円滑化
●商業業務利便性強化による活性化
●駐車施設供給困難地区での対応

●駐車施設の供給量マネジメント
●既存駐車施設ストックの有効活用
●まちづくりに資する駐車施設整備
●路上空間の適正利用

●駐車場の供給量の適正化
●駐車場の配置適正化
●駐車場の新たな有効利用方策検討
●マルチモーダルな交通による需要の
適切な転換

●駐車場有効活用・路上駐車対応
●荷さばき車両への対応
●地区特性に応じた駐車施策
●二輪車への対応

●整備に関する施策
●利用促進に関する施策

●整備に関する施策
●利用促進に関する施策

-

●駐車場整備に関する施策
●荷さばき車両に関する施策
●貸切バス・乗合バスに関する施策
●二輪車等に関する施策
●移動制約者のための駐車場整備

●附置義務制度の適切な運用による民

間駐車場等の整備

●駐車場有効活用と路上駐車対応

●駅前広場整備に伴う駐車施策

●荷さばき車両への対応

●二輪車駐車問題の対応

●地区特性に応じた駐車施設確保
●路上駐車対策
●地域ルールによる駐車施設確保
●荷さばき需要への対応
●ユニバーサルデザインの推進
●二輪車への対応
●自転車以外の交通手段への転換

対象地区

住所
大手町１・２丁目

丸の内１・２・３丁目
有楽町１・２丁目

渋谷１・２・３丁目・桜丘町・道玄
坂１・２丁目、円山町・宇田川町・
神南１丁目・南平台町の一部・

神泉町の一部

新宿３丁目
歌舞伎町１丁目

西新宿１・２・３丁目
・６丁目の一部

日本橋１・２・３丁目
八重洲１・２丁目
京橋１・２・３丁目

西池袋１丁目・池袋１・２丁目の
一部・西池袋２・３・５丁目の一

部・東池袋１丁目・上池袋２丁目
の一部・南池袋１・２丁目の一部

中野２・３・４・５丁目
中央４・５丁目
新井１・２丁目

代々木１・２・３丁目の一部、千
駄ヶ谷４・５・６丁目の一部

策定年 2003年12月 2023年10月 2004年9月 2011年12月 2013年11月 2017年12月 2018年7月 2020年3月 2020年12月 2021年10月
対象建築物

附置低減 - 附置台数の緩和 附置義務基準の緩和 附置義務台数の低減 附置義務台数の低減 駐車施設の適正化
駐車施設の附置台数（乗用車・
貨物車）

地区独自の整備台数基準の設
定

附置義務台数の適正化 附置台数の減免

隔地・集約化 駐車施設の隔地・集約 駐車施設の隔地・集約 - 駐車施設の隔地・集約化 駐車施設の隔地・集約化 駐車場の隔地・集約化 駐車施設の隔地・集約化 駐車施設の隔地・集約化 駐車施設の隔地・集約化 駐車場の集約化（隔地確保）

出入口設置抑制・集約化 - - - - - - 駐車施設における出入り口の集
約化

歩行者NWに配慮した駐車施設

出入り口の設置抑制
特定路線への駐車施設出入り
口の設置抑制

-

地域貢献策 - - 地域需要の吸収、一般開放（含
休日）等

- 地域まちづくり貢献策の実施 地域貢献策の実施 地域貢献策の実施
地区独自のまちづくり方策の具
現化

- -

その他 - - 駐車場間地下ネットワーク化、駐
車施策高次化

- - 駐車施設の効率的な活用 駐車施設の規模
フリンジ（集約）駐車場及び共同荷
捌き駐車施設の確保

地域荷捌き駐車施設の整備促
進

-

①当該施設・類似施設の
   駐車需要による評価

- 類似ビル等から必要な緒言を整
理して需要推計

類似施設又は既存施設
【実績有】

当該施設又は類似施設
【その他用途・実績有】

従前建築物又は類似建築物
【実績有】

従前建築物又は類似建築物 現況建築物又は類似建築物
類似建築物
（都条例×0.6を下限）

類似施設又は既存施設
【実績有】

②地区独自の台数基準

参加建築物は
都条例×1.0相当

集約建築物は
都条例×1.2相当

参加建築物は
都条例×0.41相当

集約建築物は
都条例×0.66相当

- -

百貨店：420㎡
事務所：500㎡
その他特定用途：500㎡
非特定用途：500㎡
【その他用途・実績無】

百貨店：420㎡
事務所：460㎡
その他特定用途：460㎡
非特定用途：460㎡
【実績無】

百貨店：250㎡
特定用途(規模小)：430㎡
特定用途(規模大)：750㎡

百貨店：300㎡
事務所：500㎡
その他特定用途：500㎡
非特定用途：500㎡

- -

③大規模マニュアル
   による算式

- - 大規模マニュアル
【実績無、大規模】

- - - - - 大規模マニュアル
【実績無、大規模】

④都条例（第17条）
【特定用途（百貨店）250㎡、

特定用途（その他）300㎡、

非特定用途（その他）300㎡、

非特定用途（共同住宅）350㎡】

- - - 都条例
【実績無、中小規模】

都条例
【百貨店50,000㎡以上】

- - - - 都条例
【実績無、中小規模】

備考 - - ②もあるが実態として①で算定 実績有無と規模で場合分け 用途と実績有無で場合分け 実績有無で場合分け いずれか いずれか - 実績有無と規模で場合分け

①当該施設・類似施設の
　 駐車需要

- - 現況建築物又は類似建築物
（10台上限規定は適用しない）

- 類似施設
【10台超】

従前建築物又は類似建築物 現況建築物または類似建築物 - -

②地区独自の算式 - 用途別入庫原単位等による需要
推計

- - - - - - -

④都条例（第17条の2）
【百貨店2500㎡、事務所5500
㎡、倉庫2000㎡、その他3500
㎡】

都条例
都条例
（10台上限規定は適用しない）

- - 都条例
都条例
【10台以下】

都条例
（10台上限規定は適用しない）

都条例
（10台上限規定は適用しない）

都条例
（10台上限規定は適用しない）

-

備考 - - - - 台数で場合分け いずれか いずれか - 地域貢献として確保

乗用車

障害者

幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、

後開きの場合
幅2.9m以上、奥行き8.5m以上

横開きの場合
幅3.9m以上、奥行き7.0m以上

後開きの場合
幅2.9m以上、奥行き8.5m以上

横開きの場合
幅3.9m以上、奥行き7.0m以上

幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、 幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、 幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、

後開きの場合
幅2.9m以上、奥行き8.5m以上

横開きの場合
幅3.9m以上、奥行き7.0m以上

幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、

後開きの場合
幅2.9m以上、奥行き8.5m以上

横開きの場合
幅3.9m以上、奥行き7.0m以上

幅3.0m以上、奥行き7.7m以上、

はり下の高さ3.0m以上 はり下の高さ3.2m以上 はり下の高さ3.2m以上 はり下の高さ3.0m以上 はり下の高さ3.0m以上
はり下の高さ3.5m以上

が望ましい
はり下の高さ3.2m以上 はり下の高さ3.0m以上 はり下の高さ3.2m以上 はり下の高さ3.0m以上

隔地・集約化方針 大規模建築物への集約を推奨 大規模建築物への集約を推奨 - 駅直近地区”外”への隔地を推奨 特定路線”外”への隔地を推奨 特定空間”外”への隔地を推奨 大規模建築物への集約を推奨 特定路線”外”への隔地を推奨 特定地区”外”への隔地を推奨 駅周辺・細街路”外”への隔地を推奨

特定路線・地区 - - - 駅直近地区
新宿通り、
モア4番街

小規模建物地区
八重洲仲通り・柳通り、
さくら通り

サンシャイン通り、サンシャイン60通り、

南北区道、グリーン大通り
中野通り、早稲田通り

代々木駅周辺、
新宿駅周辺

隔地距離（乗用車） 概ね300m（幹線道路を超えない）概ね300m（幹線道路を超えない） - 概ね300m 概ね300m 概ね300m 概ね300m 概ね300m 概ね300m 概ね300m
隔地距離（障害者） 認めない 概ね50m（幹線道路を超えない） - 認めない 概ね50m 概ね50m 認めない 認めない（特定路線除く） 概ね300m 認めない

隔地距離（貨物車） 認めない 概ね50m（幹線道路を超えない） - 認めない 概ね50m 概ね50m 概ね50m 認めない（特定路線除く） 距離記載なし（可能な距離） 概ね100m
運営組織 中央区 交通環境改善協議会 策定協議会（区が認定） 運営委員会 運営委員会（区が設置） 運営委員会（区が設置） - 運用委員会 運営委員会 運営委員会

運用組織 中央区 運用組織(地元組織） 駐車環境対策協議会（地元設置）
駐車対策協議会
（非営利型一般社団）

運用組織（非営利型一般社団）
（地元が設置）

運用組織（非営利型一般社団）
（地元が設置）

運用組織
運用協議会
（任意団体又は一般社団法人）

運用組織（区） 駐車対策協議会

審査組織 中央区 中央区・審査組織 専門委員（学識） 審査組織（学識） 専門機関 専門機関 審査組織・中央区 審査機関 審査機関 審査組織

審査手数料 - - 180万円

隔地審査：80万円

減免審査：130～180万円

同時審査：170～220万円

※延床面積による

隔地審査：50～70万円

低減審査：70～145万円

同時審査：90～175万円

※延床面積による

隔地審査：65～115万円

低減審査：95～230万円

同時審査：125～270万円

※延床面積による

-

隔地審査：84～95万円

低減審査：130～188万円

同時審査：173～219万円

※延床面積による

予定審査機関と調整中

隔地審査：65～80万円

減免審査：105～180万円

同時審査：135～220万円

※延床面積による

地域貢献協力金 200万円/台 200万円/台
100万円/台　※3割以上削減さ

れる場合超える分は300万円/台
200万円/台（50台以下）

300万円/台（51台以上）
200万円/台 200万円/台 200万円/台 200万円/台 200万円/台（予定）

200万円/台（50台以下）

300万円/台（51台以上）

地区面積（ha） 約90ha 約120ha 約142ha 約35ha 約70ha 約70ha 約98ha 約33ha 約44ha
建物数（棟） 1846 214 2487 804 465 869 1875 719 646
建物密度（棟/ha） 20.5 1.8 17.5 23.0 6.6 12.4 19.1 21.8 14.6

中央区

地区の特性

乗用車
駐車台数
の算定

貨物車
駐車台数
の算定

隔地
集約化

体制

協力金等

駐車施設の
規模

地区名

駐車場
整備計画

地域ルール

地域ルール

の施策

都条例17条の5第2項（幅3.5m以上、奥行き6.0m以上）

銀座１～８丁目

荷捌き

都条例17条の5（幅2.3m以上、奥行き5.0m以上。うち3割は、幅2.5m以上、奥行き6.0m以上。）

特定用途の部分の床面積及び非特定用途の部分の床面積の3/4の合計が1,500㎡を超えるもの

• 対象地区（９地区）
–銀座地区（2003,2023）
–⼤丸有地区（2004）
–渋⾕地区（2011）
–新宿駅東⼝地区（2013）
–新宿駅⻄⼝地区（2017）
–東京駅前地区（2018）
–池袋地区（2020）
–中野駅周辺地区（2020）
–代々⽊地区（2021）

• 比較内容
① 対象地区の規模
② 地域ルールの施策
③ 乗⽤⾞台数の算定
④ 貨物⾞台数の算定
⑤ 隔地・集約化
⑥ 運⽤体制
⑦ 地域貢献協⼒⾦

表 駐車場地域ルールの比較

〔出典〕大門創，松本浩和（2024）「駐車場地域ルール策定の目的とその運用実態・課題」，実践政策学，Vol.10，No.1，pp.99-108.



５．拠点エリアのデザイン（プレイスメイキングとモビリティハブ）

•プレイスメイキング
–⼈の活動と関係性を起点として公共空間を再解

釈・再構築していく、参加型・継続型の空間形成
プロセス。

21
•モビリティハブ
–既存の公共交通やシェアモビリティなど複数交通

⼿段を空間的・機能的に統合し、利⽤者の利便
性向上とともに持続可能性に寄与することを⽬的
とした取り組みや拠点の総称。

•拠点エリアのデザイン
–プレイスメイキングは、新たな活動の場、滞留の質の創出
–モビリティハブは、活動と活動の間の移動、移動の結節点
–都市のスマート化によって変化した、都市活動と交通⾏動の分散化・再編をうまく利⽤し、活動の⽣成、再

接続することは可能か︖

After（Hub導⼊）After（ITC化後）Before（ICT化前）
H→ハブ(W+Sh+E)→HH→在宅W→Sh→HH→都⼼W→H
H→都⼼W→ハブ(Sh+E)→HH→在宅W→H、H→近隣Sh→HH→都⼼W→都⼼Sh→H
H→ハブ(Sh+Hospital+Bank)→HH→Sh→H、H→Hospital→H、H→Bank→H（別々）
H→L(イベント、マルシェ)→Sh→H外出なし



５．拠点エリアのデザイン（様々な交通手段の組合せと交通結節点）

徒歩
自転車

（シェアサイクル
含）

超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ

自動車
（カーシェア、ライ

ドシェア含）
バス鉄道

－－－－－鉄道乗換え鉄道

－－－－
バスターミナル駅前広場

（バスベイ）
バス

－－－－

モビリティハブ
P&BR駅前広場

P&RR

自動車
（カーシェア、ライド

シェア含）

－－－
モビリティハブモビリティハブ

駅前広場
超小型モビリティ

パーソナルモビリティ

－－
モビリティハブモビリティハブモビリティハブ

C&BR
駅前広場

C&RR
自転車

（シェアサイクル含）

－
駐輪場
ポート

ポート駐車場
（隔地・フリンジ）

バスターミナル
バス停

駅前広場
TOD

徒歩

22

手段①

手段②

図 交通手段の組合せと交通結節点

•広義のモビリティハブ、狭義のモビリティハブ



５．拠点エリアのデザイン（萌芽的なモビリティハブ） 23

自動車×シェアモビリティ自動車×シェアモビリティバス×シェアモビリティ鉄道×シェアモビリティ鉄道×シェアモビリティ組合せ

・自動車アクセスからの観
光地周遊

・自動車アクセスからの都
心周遊

・バス停からのラストマイ
ル補完
・地区内周遊

・鉄軌道交通の補完
・基幹公共交通からの二
次交通

目的

駐車場⇔周辺（観光地）駐車場⇔周辺（都心）バス停⇔周辺（住宅地）鉄軌道駅⇔鉄軌道駅鉄軌道駅⇔周辺地域都市

コインパーキングコインパーキング終点バス停鉄軌道駅鉄軌道駅場所

鎌倉市、岡崎市大宮市武蔵野市上田市世田谷区、宇都宮市事例

P

P
住宅市街地

中心市街地

中心市街地

観光地

鉄軌道

図 モビリティハブの導入地域

表 モビリティハブの導入事例

•モビリティハブの種類
–⽬的︓ラストマイル型、周遊型
–地域︓中⼼地、住宅地、観光地
–起点︓駅、バス停、駐⾞場
–機能︓モビリティ、コミュニティ、商業

• トリップパターンに、立ち寄りを誘発
するようなモビリティハブのデザイン
が必要



６．おわりに（対象の明確化）

•地域の対象
–⼤都市圏と地⽅都市圏は分けて考えざるを得ない（鉄軌道環境と⾃動⾞環境の違い）
–都⼼、郊外、農⼭村地域のどこまで含めるのか︖

•拠点の対象
–中⼼市街地のみ︖
–住宅市街地、流通市街地、観光地も含めるのか︖

•施策の対象
–都市交通施策のみ︖都市交通施策以外の施策（⼟地利⽤・まちづくり施策、経済経営施策、労働施策な

ど）はどこまで扱うか︖
–⼈の交通と物の交通の融合
–⾃動運転社会の扱い

•役割分担
–国、⾃治体、企業、市⺠の役割

24



６．おわりに（計画の主体と対象）

•計画の主体と対象の多様化

25

計画主体

〔出典〕石川栄耀（1949）：「新訂都市計画及び国土計画」、産業図書、を参考に筆者作成.

国家の計画自治体の計画企業の計画市民の計画

ライフライン
道路・鉄道、公園

土地利用計画
交通計画

計画対象

再開発
地区交通計画

まちづくり

法定任意（法定外）

公共空間のオープン化
維持管理

地区計画、景観
公共交通（鉄軌道、バス）

基準・ガイドライン
事例集官民連携

エリアマネジメント、Park-PFI
駐車場地域ルール、ゾーン30

権限移譲

基準・ガイドライン
事例集



ご清聴ありがとうございました 26

OECD編集、岡並木監修、宮崎正訳（1975）、「STREET FOR 
PEOPLE～楽しく歩ける街～」、PARCO出版局.

R・ブランビラ、G・ロンゴ共著、月尾嘉男訳（1979）、「歩行者っ
空間の計画と運営」、鹿島出版会.
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